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調査の概要

調査の目的
2016年度の診療報酬改定では、地域包括ケアシステム推進

のための取組強化として、前回改定で創設された地域包括診
療料（加算）の要件が見直されるとともに、かかりつけ医機能
のさらなる評価として、認知症や小児かかりつけ医の評価が新
設された。また、在宅医療においては、重症から軽症まで幅広
い患者さんに対して診療が行われていることから、患者さんの
状態や居住場所に応じた評価が実施された。
次期改定では、診療報酬と介護報酬の同時改定が予定され

ており、国民に必要な医療・介護を過不足なく提供し続けてい
くためには、地域のかかりつけ医を中心とした体制づくりが
重要になる。
そこで、次期改定に向け、かかりつけ医機能と在宅医療を

中心とした診療所調査を、前回に引き続き実施した。
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調査の概要

調査対象

日本医師会会員のうち、診療所の開設者または法人の代
表者で管理者を兼ねる医師から20分の1を無作為抽出し
た3,416人。1月23日まで回答を受付。

回答率

回答者数1,605（回答率47.0％）、有効回答数1,603（有効
回答率46.9％）。調査項目によっては無効回答もあるので、
集計項目ごとに有効回答数を記載している。

※報告書は、2017年2月下旬に、日医総研ホームページで公開予定です。
http://www.jmari.med.or.jp/
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かかりつけ医機能

在宅医療

処方および後発医薬品
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かかりつけ医機能
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かかりつけ医機能について（課題）

在宅患者への24時間対応がネックとなって、地域包括診療料
（加算）が拡がる見込みがない。また、常勤医師2人以上も要件
の１つ（※）であるが、多くの診療所では1人医師である。かかり
つけ医確保のため、現実的な要件にすべきではないか。

※ 地域包括診療加算では、「時間外対応加算1又は2を算定していること」、
「常勤医師が2人以上在籍していること」「在宅療養支援診療所であるこ
と」のいずれか１つを満たすことが要件。
地域包括診療料では「時間外対応加算1を算定していること」、「常勤医
師が2人以上在籍していること」「在宅療養支援診療所であること」の
すべてを満たすことが要件。
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地域包括診療料（加算）の届出割合
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回答割合（％）

地域包括診療料（加算）の届出割合

地域包括診療料 地域包括診療加算 どちらか

*「予定」には現在届出しているところを含む。なお、どちらか1つしか届出できないため、現在両方届出ていると

回答したところは除いている。ただし「予定」については両方選択したところは「どちらか」に分類した。

昨年10月末時点での、地域包括診療料（加算）の届出割合は
全体では7.4％、内科では13.0％である。今後、届出が大きく拡
大する見込みはない。
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地域包括診療料（加算）要件のうち
かかりつけ医にとって重要と思う項目
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常勤医師２人以上

在宅療養支援診療所

在宅患者に対する24時間対応

院内処方による服薬管理

24時間調剤可能薬局との連携（院外処方の場合）

慢性疾患に係る研修の修了

在宅医療の提供

介護保険に係る相談

健康相談

主治医意見書の作成

受診勧奨や健康状態の管理

患者が受診しているすべての医療機関の把握

患者に処方されているすべての医薬品の管理

回答比率（％）

かかりつけ医にとって重要と思う項目（複数回答,  n=1603）上位は、「患者に処方
されているすべての医
薬品の管理」、「患者が
受診しているすべての
医療機関の把握」で
あった。

重要と思われている
割合が低かったのは
「常勤医師2人以上」、

「在宅療養支援診療所
（であること）」など体制
面であった。
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患者に処方されているすべての医薬品の管理

患者に処方されているすべての医薬品を管理している診療所
は、全体では2割、内科では3割である。
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全体（n=1603)

回答比率（％）

患者に処方されているすべての医薬品を管理している診療所の割合

（回答数20以上の上位5診療科, 複数回答）
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患者が受診しているすべての医療機関の把握
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精神科(n=48)

泌尿器科(n=33)

整形外科(n=125)

外科(n=30)

内科(n=800)

全体（n=1603)

回答比率（％）

患者が受診しているすべての医療機関を把握している診療所の割合

（回答数20以上の上位5診療科, 複数回答）

患者が受診しているすべての医療機関を把握している診療所
も同様に、全体では2割、内科では3割である。
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現在実施していて負担の大きい項目
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

院内処方による服薬管理(n=286)

主治医意見書の作成(n=707)

24時間調剤可能薬局との連携（院外処方

の場合）(n=154)

在宅医療の提供(n=392)

慢性疾患に係る研修の修了(n=182)

在宅療養支援診療所(n=177)

常勤医師２人以上(n=102)

患者が受診しているすべての医療機関の

把握(n=318)

患者に処方されているすべての医薬品の

管理(n=315)

在宅患者に対する24時間対応(n=229)

回答割合（％）

現在実施していて負担の大きい項目（上位10項目）

*n数は現在実施している診療所数。「回答割合＝負担と回答した診療所÷実施している診療所」

「在宅患者に対
する24時間対応」

は、現在実施して
いる診療所であっ
ても、約半数は

負担が大きいと回
答している。
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在宅医療
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在宅医療について（課題）

 訪問診療を行っている診療所の約半数は、在宅療養支援診
療所（在支診）以外である。2016年度改定で在支診に対する

評価が行われたが、在支診のみならず在宅医療を行う診療
所に対して広く評価することが必要ではないか。

 24時間の往診体制、24時間の連絡体制の負担が大きく、在

宅医療が拡がる見通しがない。医師自身の体力の問題から、
在宅医療から撤退するという診療所もある。在宅医療を担う
診療所の負担軽減が必要である。

 受け皿となる入院施設の確保は必須である。

 家族の介護力の確保も不可欠とされている。家族の事情や
地域の事情に合った診療報酬にとどまらない施策が求められ
る。
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訪問診療を行っている診療所の在支診の届出状況

強化型在支診

9.3%

強化型以外の在

支診
40.1%

在支診以外

50.6%

訪問診療を行っている診療所の在支診の届出状況（n=494）

*訪問診療を行っている診療所のみで、その他、無回答を除く

訪問診療を行っている診療所のうち、半数は在支診以外の
診療所であった。
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通院患者に在宅医療が必要になったときの対応

自院単独で対応

28.0%

自院中心で他院

と連携
13.7%他の診療所（在宅

専門以外）を紹介
10.3%

在宅専門診療所

を紹介
10.7%

病院を紹介

23.0%

地域の医師会に

相談
1.7%

その他

6.7%

無回答

5.9%

通院患者に在宅医療が必要になったときの対応（n=1603）

通院患者に在宅医療が必要になったとき、「自院で対応（自院
単独で対応、自院中心で他院と連携）する」と回答したのは、
4割強であった。
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通院患者に在宅医療が必要になったときの対応

訪問診療を実施しているが在支診ではない診療所でも
8割近くが自院で対応可能であった。
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訪問診療を実施してい

ない(n=1012)

訪問診療を実施してい

るが在支診ではない
(n=250)

強化型以外の在支診

(n=198)

強化型在支診(n=46)

構成割合（％）

在支診の届出別 通院患者に在宅医療が必要になった時の対応

自院単独で対応 自院中心で他院と連携 他の診療所を紹介

在宅専門診療所を紹介 病院を紹介 地域の医師会に相談

その他 無回答
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在宅医療への今後の取り組み（全診療科の回答）

現在実施・今後拡大

6.4%

現在実施・今後維持

24.9%

新たに取り組みたい

6.4%

現在実施・今後縮小

5.1%

現在実施・今後中止

3.0%

現在も今後も実施

せず
51.5%

その他

2.7%

在宅医療への取り組み（n=1529）

*無回答を除く

新たに在宅医療に取り組む意向のある診療所も含めて、
今後、在宅医療を行う診療所は全体では約4割であった。
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在宅医療への今後の取り組み

診療科別では、内科、外科で、今後、在宅医療を行う診療所は
6割以上であった。
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泌尿器科(n=32)

外科(n=30)

内科(n=776)

回答割合（％）

今後在宅医療に取り組む診療所の割合（上位の診療科）

現在実施・今後拡大 現在実施・今後維持 新たに取り組み 現在実施・今後縮小
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在宅医療を実施する上で特に大変なこと
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52.6

65.9

69.1
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交通手段を確保すること（車、公共交通機関、

駐車場がない）

認知症についての知識や医療技術を習得する

こと

がんについての知識や医療技術を習得するこ

と

介護保険制度に係る知識を習得すること

在宅医療に必要なコストの捻出

在宅医療全般についての知識や医療技術を習

得すること

在宅医療について相談、連携できる他院の医

師の確保

在宅での看取りを実施すること

在宅医療を行う医師を確保すること（院長以

外）

在宅医療を行う看護師・准看護師等を確保す

ること

緊急時に入院できる病床を確保すること

24時間連絡を受けること

医師自身の体力

24時間の往診体制をとること

回答比率（％）

在宅医療を実施する上で特に大変なこと（複数回答,  n=1603）在宅医療を実施す
る上で特に大変なこ
とは、
高い順に「24時間の

往診体制をとること」、
「医師自身の体力」、
「24時間連絡を受け
ること」であった。
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地域で在宅医療を拡大するために重要なこと
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38.9
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

地域にICTを活用した連携ネットワークが整備されて

いる

訪問薬剤管理指導を行う薬局

住民への啓発

行政が在宅医療に積極的

ケアマネジャーの資質の向上

診療報酬の水準

診療報酬のあり方

緊急時に対応可能な介護事業所

受け皿となる介護施設の整備

緊急時に対応可能な訪問看護ステーション

家族の介護力の確保

受け皿となる入院施設の整備

回答比率（％）

地域で在宅医療を拡大するために重要なこと（複数回答,  n=1603）地域で在宅医療
を拡大するために
重要と考えられて
いることでもっとも
多かったのは、

「受け皿となる入院
施設が整備されて
いること」であった。
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処方および後発医薬品
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処方および後発医薬品について（課題）

 長期処方が増加しているが、長期処方には問題もある。患者
の理解も得て、是正していく必要があるのではないか。

 薬局とのコミュニケーションがとれている診療所は、かかりつ
け患者の医薬品の管理ができている。診療所と薬局との連携
が重要である。

 一般名処方加算（処方せん料）を算定していない理由として
「一般名での処方に抵抗がある」、「薬局や薬剤師の対応が
不安」という回答は減少してきているが、「後発医薬品を信頼
できない」という回答は4割ある。

 後発医薬品の品質、効果に問題があると考える医師がそれ
ぞれ5割以上である。後発医薬品について、国としてさらに
エビデンスを示し、国民、医師に理解を得るよう努める必要が
あるのではないか。
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長期処方の患者の変化

かなり増えた

7.2%

やや増えた

28.3%

変わらない

38.2%

やや減った

3.7%

かなり減った

3.2%

わからない

2.9%

無回答

16.5%

長期処方（30日超）の患者の変化（1年前と比べて,  n=1603）

約1年前と比べて長期処方（30日超）の患者が増えた（かなり
増えた、やや増えた）診療所は約3分の1であり、減った（かなり
減った、やや減った）診療所は1割未満であった。
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長期処方の問題①

19.2

29.7

33.7

37.1

25.1

27.1

35.7

37.3

0.0 20.0 40.0 60.0

病状が悪化したが、患者が次回再診予約ま

で受診を我慢してしまったことがある

患者が次回再診予約を忘れるなどして、次

の診察に来なかったことがある

患者が服薬を忘れたり、中断したりしたた

め、病状が改善しなかったことがある

患者が薬をなくしてしまい、次回予約よりも

前に再診に来たことがある

回答比率（％）

長期処方（30日超）が原因と考えられる事例への遭遇（複数回答）

前回2014年調査

(n=1519)

今回2016年調査

(n=1603)

*「先生の患者さんに限らず、他院で長期処方された結果生じたと思われる問題事例を含みます」という質問

過去1年ぐらいの間に遭遇した、長期処方（他院での長期処方
を含む）が原因と考えられる問題事例について、

前回2014年調査と大きな変化は見られなかった。
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長期処方の問題②

・大病院で3か月投与（降圧剤）されて、低血圧になった。

・降圧剤の長期処方により、血圧のコントロールが不良になった。

・患者が経済的な理由から受診回数を減らしたいと希望する。

・過量服薬して救急搬送、または友人に譲渡。

・患者が副作用と思い込んで薬を中止したため、次回受診まで服

薬なしで過ごしてしまった。

・病院では長期処方をしているからと患者から要求される。

・コスト削減のため投与量や飲み方を自己調整する患者が増加。

【問題事例として具体的な記述があったもの（要約）】
（他院での長期処方による問題事例を含む）
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薬局からの残薬の情報提供等の頻度と処方内容の変更頻度

薬局からの疑義照会や情報提供が多い診療所ほど、
処方内容の変更頻度が高い。

6.0

22.8

63.8

82.7

72.9

34.0

11.0

3.8

2.1

0.4

0.5

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

数回あった(n=283)

時々ある(n=369)

頻繁にある(n=94)

構成比（％）

院外処方 薬局からの残薬の疑義照会や情報提供の頻度と

処方内容の変更頻度

処方内容を変更することがよくある たまにある ない 無回答

薬局からの

疑義照会や

情報提供の

頻度
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薬局からの残薬の情報提供等の頻度と患者の医薬品の管理

薬局からの残薬の疑義照会や情報提供が多い診療所ほど、

かかりつけの患者に処方されているすべての医薬品を管理し
ている割合が高い。

11.4

19.1

24.8

25.6

88.6

80.9

75.2

74.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

なかった(n=308)

数回あった(n=225)

時々ある(n=330)

頻繁にある(n=86)

構成比（％）

院外処方 薬局からの残薬の疑義照会や情報提供の頻度と

患者の医薬品の管理

かかりつけ患者のすべての医薬品を管理している していない

薬局からの

疑義照会や

情報提供の

頻度

※2017年2月15日定例記者会見後に追加しました。
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院外処方 一般名処方加算の算定状況

院外処方の診療所で一般名処方加算1または2を算定してい
るのは約7割であった。

一般名処方加算

１を主に算定
43.0%

一般名処方加算

２を主に算定
26.8%

いずれもあまり算

定していない
9.5%

いずれもまったく

算定していない
17.8%

無回答

2.9%

院外処方 一般名処方加算の算定状況（n=966）

※ 加算1：後発医薬品のあるすべての医薬品が一般名処方されている場合
加算2：1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合
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院外処方 一般名処方加算を算定していない理由

15.5

21.2

41.7

41.3

30.3

36.4

42.5

36.4

36.9

41.1

43.6

47.8

0.0 20.0 40.0 60.0

薬局や薬剤師の対応が不安

一般名処方という処方のしかたに抵抗があ

る

患者にとってわかりづらい、患者に説明しづ

らい

後発医薬品を信頼できない

回答割合（％）

院外処方 一般名処方加算を算定していない理由（複数回答）

前々回2012年
調査(n=358)

前回2014年調

査(n=228)

今回2016年調

査(n=264)

*分母は前々回、前回は「現在一般名処方加算を算定しておらずかつ今後も算定予定がない診療所」、今回は

「現在算定していない診療所」

過去の調査と比較すると、「一般名処方という処方のしかたに抵抗があ
る」、「薬局や薬剤師の対応が不安」という回答が減少している。
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後発医薬品についての問題①

18.0

27.8

30.1

39.9

51.3

55.1

31.0

30.2

41.9

50.2

54.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

特になし

安定供給

副作用

情報提供

効果

品質

回答比率（％）

後発医薬品についての問題（複数回答）

前回2014年調査（n=1519） 今回2016年調査(n=1603)

*前回2014年調査では「特になし」の選択肢を設定していない。

後発医薬品について問題があると思われるもの（複数回答）として、
「品質」と「効果」がいずれも5割を超えている。
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後発医薬品についての問題②

・粒子が不ぞろいで溶解性に問題がある。
・味が異なる。味にバラつきがあることがある。
・剤形が異なる。

・患者が効かないと言うケースがある。患者から先発品に戻して欲しいという
要望がある。

・患者が一般名を覚えられない。
・患者が行く薬局によって何が処方されるか異なるので不安。
・薬剤の名前が複雑。品名がわかりにくい。
・外用剤を混合調剤する場合、配合変化が問題。
・適応症が異なる。薬効適応症の全てが後発品にない。
・薬局に、処方した会社の後発品（在庫）がないことがある。

・後発医薬品を処方して薬効が充分でなかったとき、その患者だけ無効だった
のか、品質不良なのか不安。

・外用薬は会社ごとに基剤が異なる。成分が同一であっても基剤が異なる。

・添加物によるアレルギーの可能性。添加剤の先発品との違いが開示されて
いない。

・先発メーカーと同じ市販後調査としっかりとした情報提供が必要。安全性や
効果比較のデータが乏しい。

・万一の場合の責任、賠償。

【後発医薬品の問題として具体的な記述があったもの（要約）】


